
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

四

六

号

検
察
官
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子

46



検
察
官
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
八
月
二
十
日
、
法
務
省
は
前
静
岡
地
検
検
事
正
を
、
部
下
の
女
性
職
員
に
対
し
て
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
働
い
た
と
し
て
、

減
給
十
分
の
一
（
三
か
月
）
の
懲
戒
処
分
を
下
し
て
い
る
と
承
知
す
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

前
文
で
挙
げ
た
前
静
岡
地
検
検
事
正
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
の
事
実
関
係
に
つ
き
、
改
め
て
詳
細
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

現
職
の
検
察
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
働
い
た
こ
と
に
対
す
る
政
府
、
特
に
法
務
省
の
見
解
如
何
。

三

前
静
岡
地
検
検
事
正
は
現
在
も
検
察
官
と
し
て
職
務
に
就
い
て
い
る
の
か
、
就
い
て
い
る
の
な
ら
、
現
在
ど
の
よ
う
な
役

職
に
あ
る
の
か
、
ま
た
就
い
て
い
な
い
の
な
ら
、
い
つ
の
時
点
で
検
察
官
を
退
任
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
際
、
退
職
金
は
支

払
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
を
説
明
さ
れ
た
い
。

四

前
文
で
触
れ
た
よ
う
に
、
前
静
岡
地
検
検
事
正
に
対
し
て
減
給
十
分
の
一
（
三
か
月
）
の
懲
戒
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
。

民
間
企
業
で
あ
れ
ば
、
よ
り
厳
し
い
処
分
が
下
さ
れ
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
右
の
処
分
内
容
は
社
会
通
念
上
妥
当
で
あ
る

か
。

五

過
去
十
年
の
う
ち
に
、
前
静
岡
地
検
検
事
正
の
よ
う
に
、
検
察
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
事
例
は
何
件
あ
る
か
。
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
当
該
行
為
を
働
い
た
検
察
官
に
対
し
て
下
さ
れ
た
処
分
の
内
容
、
当
該
職
員
が
現
在
就
い
て
い
る
役

一



職
、
退
職
し
て
い
る
者
に
対
す
る
退
職
金
の
支
払
い
の
有
無
等
、
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


